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指定法人・ヒアリング記録（社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団） 

 
１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 訓練事業者としての届出はしているが、基本的に訓練は行っていない。認定試験前に合同訓練の

一部を訓練事業者とともに行っており、そのために訓練事業者として届け出ている。 
○ これまで 25 頭の補助犬の認定をしてきている。（旧パートナードッグ協会の移管前も入れると

27 頭である。） 
○ 認定にくる訓練事業者は概ね限られており、兵庫介助犬協会、九州補助犬協会、京都ケアドッグ

ステーションの認定を行っている。 
 

２．認定事業の実施状況  

○ 基本的に、認定試験を受ける前に一度訓練事業者、利用者と面談を行い、適性評価を行うことと

している。実際の相談は、訓練が少し進んだ段階で、訓練事業者から連絡が来ることが多い。 
○ 大体３月末までに認定を受けたいという要望が多いので、相談は認定の１～９か月前に寄せら

れることが多く、認定試験は年明けに集中する。 
○ 適性評価の段階から、自立生活訓練センターの多職種が関わっており、医師、リハビリテーション

等の専門職が適性・適応評価をしている。適性評価の結果、補助犬でなくても補装具やその他サ

ービス等を活用することで対応できるようなことがあれば、その旨を伝えて、訓練項目から外し

たり、そもそも補助犬の利用に該当しないということを伝えたりする。本人のニーズが優先では

あるが、自立支援という観点から意見を出している。 
○ 訓練事業者や利用者の要望があれば、訓練計画に対して意見書を出す。本人がすること、補助犬

としてしなければいけないこと等を切り分けて細かく意見を出していたが、訓練事業者からは

敬遠された。 
 

＜合同訓練（一部）＞ 

○ 認定試験の１か月前をめどに、１日かけて合同訓練を一緒に行っている。 
○ 本番の認定試験と同じ内容を模擬的に行ってもらい、認定試験までに強化すべき訓練内容等に

ついて助言を行う。認定試験までに訓練が間に合わないと判断した場合には、認定試験日を延期

する。 
 

＜審査体制＞ 

○ 外部の審査員には、日本介助犬協会や日本聴導犬協会の協力を得ている。 
○ 適性評価や合同訓練の一部は自立生活訓練センターの職員が行うが、評価の客観性を担保するた

めに、認定審査は総合ハビリテーションセンター内の県立リハビリテーション中央病院の職員が行う

ようにしている。 
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＜動作検証・認定審査＞ 

○ 認定審査は１日がかりで行う。実際の動作検証は午後に行う。

○ JR の協力のもと、切符の購入、改札、電車の乗降といった一連の動作に加え、イオンの協力の

もと、実際に買い物もしてもらうこととしている。

○ JR やイオンには事前に試験の日時について連絡し、許可を得ている。

○ 動作検証の項目によって一部未実施があるのは、利用者本人でできる動作などは検証対象外で

あるためである。

＜フォローアップ＞ 

○ 年１回、利用者に書面を送り返書を求める形でフォローアップを行っている。

○ 今までに再認定が必要になった事例はない。訓練事業者がこまめにフォローアップをして再訓

練や追加訓練をしているためである。

○ 補助犬の年齢が 10 年を超えたころには使用停止を助言する場合もある。

＜記録＞ 

○ 最初の相談があった時から記録や各種様式は残しており、個人ごとのファイルに束ねている。

○ 本人の基礎情報等の書類や面談実施記録は残していても、それに基づくアセスメント結果等は

必ずしも残していない。

＜普及啓発＞ 

○ 指定法人の立場としてはあまり実施していない。県が主導して実施したほうが広域でも取り組

むことができ、良いだろう。

３．課題や今後の展望 

○ 訓練や認定の基準、運用が団体によってばらばらであり、統一する必要がある。

○ 業務量が非常に多く、費用徴収は行っているが、見合わない。指定法人数を増やす必要があるの

ではないか。

○ 指定法人によって審査の厳しさにばらつきがあり、訓練事業者もそれによって認定先を選んで

いるのではないか。認定にくる訓練事業者が固定化されてきた。

○ 聴導犬の認定実績がないため、もし認定の相談があったら、実績のある指定法人に話を聞きなが

ら、基準に沿って進めていくだろう。

○ 他の指定法人と情報交換する機会があまりない。国リハの研修の機会を有効活用できると良い。 
○ 利用者が死亡し、訓練事業者も廃業していたため、フォローアップができない（認定取り消しの

手続きが取れない）という事態があった。フォローアップを確実に行える体制が必要である。

以上
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指定法人・ヒアリング記録（名古屋市総合リハビリテーション事業団） 

１．事業者概要 

＜基本情報＞  

○ 訓練事業者として届け出はしているが、実際には訓練そのものは行っていない。当事業団として

は、合同訓練に関わる面から、訓練事業者としての届け出も行っている状況である。

○ 年間 5 件前後の相談があり、そのうち、およそ 2～3 件程度が認定に進むイメージである。

○ 16 年からスタートして、聴導犬のこれまでの認定実績は 5 件のみであり、介助犬が認定の大半

となっている。

○ 一般的な問い合わせなどは、各協会などのＰＲをしている団体に連絡がされていると思われ、当

事業団への問い合わせはあまりない状況である。

２．審査の実施状況 

＜相談の流れ・内容＞  

○ はじめに、ユーザー本人、訓練事業所、相談支援機関、区役所等、様々な対象から認定を考えて

いるケースや、補助犬について知りたいといった問合せが電話で入る。その際は、相談受付カー

ドに相談に関する情報を記載する。電話相談は 2 名体制で行っている。

○ 電話相談を経て、認定に進む方もいるが、場合によっては一般的な制度についてだけ知りたいと

いう方や、身体的に重度なために社会参加まではできないが、自宅で犬を利用できないかといっ

た相談もあり、そうしたケースには補助犬法の趣旨や制度のご説明を行う。

○ 認定に進む場合には、2 段階目の対応として専門相談を実施する。聞き取りにより身体の状況、

聴導犬の場合であれば聞こえ具合等を確認して、どのような場面で不便があり、どのような目的

で補助犬の利用を考えているかを確認する。その後、医師により身体的な状況などの診断を行う

とともに、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴによる評価を行う。

○ 聴導犬の場合のアセスメントは、聴覚の検査、生活面でどんな場面で困っているか、今現在どん

な工夫をしているか、聴導犬にはどのような点を求めるか、といったことを面接しながら把握す

る。聴導犬の場合、家の中のニーズが多い場合があり、外ではそれほど困っていないという方も

いるが、外出先や社会との接点においての利用の重要性等も説明をする。

○ 実際には、専門相談に進むのは、ほとんど訓練事業者がすでに決まってから専門相談での診察・

評価に進む場合が多く、そのあとは実際の訓練事業者と相談の上で進めてもらい、適宜訓練経過

の確認をさせていただくよう案内する流れとなる。

＜認定審査に至るまでの流れ＞ 

○ 訓練事業者から、適宜、訓練の経過報告は行ってもらう。訓練記録は訓練事業者の独自書式とな

る。現状、対象となっている訓練事業者については、十分な記録が整備されており問題とならな

いが、今後新規の事業者の認定を行う場合においては、認定機関として求める水準の記録を整え

てもらう上での調整等も必要となるかもしれない。

〇  基本動作訓練、介助・聴導動作訓練、合同訓練の各報告書を出してもらっている。基本訓練の内 

容は、補助犬法の施行規則に定められている訓練基準に従ったものとなる。 
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〇  訓練計画は、面接の段階で大まかな訓練期間を確認した上で、計画書を作成してもらう。 

〇  中間評価、総合評価については、実際に公共交通を使って動作のチェックを行う。評価は基本 

的に 1 回で 1 件のみとなる。 

○ 屋内での動作検証は、単身生活用の訓練室を使用して検証を行う。評価の流れは、介助犬と聴導

犬とで基本的に共通である。聴導動作は、屋内ではタイマーや携帯電話の音、屋外では自転車の

ベルに対する対応を確認するものとなる。認定の前でこうした評価を行うことで、課題があれば

フィードバックを行う位置付けである。

○ 訓練を経て中間評価、総合評価を行ったのち、認定審査に進む際には、医学的意見書、ＰＴ、Ｏ

Ｔ、ＳＴの評価資料を使用する。

○ 認定申請においては、所定の様式を使用する。資料から、必要な検査をしていない場合等は、電

話やＦＡＸなどで確認を行う。

＜認定審査の内容＞ 

○ 書面審査における、適合状況についての使用者意見は、事業者によっては事業者自身の評価とギ

ャップが生じるケースもある。

○ 本試験における動作検証は、屋内は総合評価と同じ場所でチェックを行い、屋外はスーパーでの

実際の動作を確認して判定審査を行う。これについても、1 回あたり 1 件のみの実施である。

○ 介助動作と聴導動作の検証については、ユーザー本人の生活環境上のニーズが試験項目となる

ため、必ず実施する項目は限られてくる。介助動作では、どのドア、どのボタンなど、限定され

たオーダーメイドの場面での評価となり、一般化が難しい。

○ 屋外等での評価については、必要な方について、動画での確認も併せて実施している。

○ 公共交通機関の利用については、介助犬の調査票には項目がなかったが、聴導犬と同様、必ず実

施している。

○ 屋外での検証場所については、事前にスーパーと日程調整を行ったうえで、検証を実施している。 

＜費用関係＞ 

○ 医学的評価の部分については、診察の初診料の扱いとなる。

○ 評価の部分については、訓練の位置付けで取り扱っており、費用はかからない。文書料について

も求めていない。

○ 訓練事業所からの徴収としては、認定料が 5 万円、総合評価が 3 万円となっている。

３．フォローアップの状況 

＜フォローアップの流れ・内容＞ 

○ 認定が終わったあとのアフターケアについては、適宜、訓練事業者からも報告をもらうほか、認

定機関としては、年に 1 回、使用者からの経過報告書を提出してもらう。その際、提出された内

容で問題がある場合であったり、提出がされなかったりする場合には、訓練事業者と連携して対

応する。

○ 過去に、フォローアップの結果、再検証を行った事例はない。
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４．適正な評価実施のための取り組み 

＜審査委員会の委員構成＞ 

○ 聴導犬の審査委員会における「外部専門家」1 名は、当事者の方となっている。

○ 当事業団の内部職員による委員としては、介助犬の審査会にはＰＴ、ＯＴが入り、聴導犬の審査

会にはＳＴが入る違いがある。

＜認定に関するマニュアル等＞ 

○ 認定に関するマニュアル・手順書としては、「認定審査の流れ及び基準、方針等について」と「認

定審査動作検証の評価ポイント」といった資料が該当する。内容は介助犬・聴導犬で共通である。

５．課題や今後の展望 

○社会参加をあまり想定していない利用希望者に対しては、説明をしながら条件提示を行っていく

ことになる。社会参加のアセスメントとしては、公共交通の利用について確認することのほか、

屋外では聴導犬が必要ないと考えている利用者でも、本当にそうなのかを訓練事業者からも実際

の活動を見て確認してもらうといったことも必要である。

○ 過去に聴導犬の認定希望者において、家の中でしか必要とされていない状態で認定試験を申し込

んできたケースがあり、実際に相談をしながら屋外含めて訓練状況を確認したところ、様々な課

題が確認されたため、1 年以上にわたり必要な訓練を確認しながら提示して取り組んでもらった

事例があった。その際は、ユーザー間で、他の認定機関ではもっと簡単に認定をもらえるといっ

た話も出たと聞いている。

○ 補助犬ユーザーに係るアセスメントは、生活を見るという視点では、自立訓練のアセスメントな

どとも基本的に同じであるが、補助犬の場合、補助犬がいた場合にどういった介助動作、聴導動

作が考えられるか、という点が加わる。特に、身体障害であれば、車の乗車や車椅子の積み上げ

といった社会参加上の必要な動作が付随してくる。在宅になるほど医学的な情報が不足する中

で、本人が本当はできる動作とできない動作とがあり、その中で介助犬がやったほうがよい動作

というのが出てくるのであり、本当の本人の状態を適切に評価することが重要である。

○ 入店拒否の問題については、当事業団としての直接的な取り組みまでは実施していない状況で

ある。現状は、訓練事業者が企画をしたイベント等について、それに参加するケースはある。訓

練事業者の取り組みが積極的な地域であるため、役割分担ができている。当事業団としては、日

頃から犬を持っていないため、訓練事業者のような展開力、民間との連携力などを持っていない

というのが難しい面である。

○ 指定法人間の情報交換については、当初の時期にノウハウの共有は行ったが、その後は機会がな

い。現状は、全体業務の中で補助犬業務をさらに厚くすることが難しく、そうした活動のために

出張をしたり日常業務を削るといったことも難しい。そのための単独の集まりを開催するとなる

と難しいため、例えば、更生施設長会などの会合に合わせて集まり、補助犬認定の分科会を入れ

込んで情報交換を行うといった方法は一案である。

以上 
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指定法人／訓練事業者・ヒアリング記録（公益財団法人 日本補助犬協会） 

１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 職員の状況については、盲導犬と介助犬・聴導犬の兼務が多い。「その他」職員については、獣

医師、トリマー、啓発・企画関係の職員となる。訓練士の 1 名は管理者を兼ねている。

○ 現在、現役の盲導犬使用者は 15 名である。現在、待機している方は 3 名おり、1 名は代替え、1
名は新規、1 名は他協会で利用されている方である。年間の育成頭数については、経済的な問題

と訓練体制の問題で 3 頭程度が上限となっている。介助犬・聴導犬も含めると、年間 10 頭程度

となる。

○ これまで、当協会ではユーザーの心身の問題以外で代替えの希望が無かった事例は無い。犬の質

を高く維持することで、代替えの申込みを確保していくことを大事にしている。

＜相談ルート＞ 

○ 利用者開拓については、待機期間が長いという現状もあり、あまり積極的にやりにくい面もある。 
○ 今後の利用者開拓については、医療機関やリハビリ施設関係、障害者団体等において、目の不自

由な方への情報提供を充実させていくことが重要と考えている。

○ 【盲導犬】相談を受けたが訓練に至らない理由としては、待機期間の長さによるものが８割程度

である。代替えが中心になるため、新規や他協会の方は平均 3 年前後の待機となってしまう。そ

れに対して、希望者は 1 年以内の利用を希望することが多いため、訓練に至らないケースが多

い。また、他の理由としては、身体・精神状況や歩行能力、その他環境要因の課題である。

○ 【介助犬】相談を受けたが訓練に至らない理由として、遠方の方、重度障害独居のため世話がで

きない方などが該当する。

○ 【聴導犬】相談を受けたが訓練に至らない理由として、働いていて残業が多い方などは、犬の負

担が大きくなるためお断りすることがある。

＜ユーザーの適性評価＞ 

○ 基本的に利用希望者の適性評価の流れについては、盲導犬、介助犬、聴導犬で共通である。

○ 利用希望者の身体状況については、口頭での相談段階では特にアセスメントシート等の記録は

取っていない。相談後に申込みを受けて次の面接のステップに行けば、面接記録を作成する。そ

の後、面接記録等を基に、指導員有資格者、獣医師、医師等を含めた評価会議を行い、その段階

で犬の決定も行う。

○ 介助犬と聴導犬でのアセスメントの違いとしては、介助犬は家族構成を基に、何かあったときの

サポート体制を重視する。聴導犬の場合は働いているユーザーが多いことから、住居や勤務先の

環境が整っているかをより重視する。身体的な面については、貸与が決まった段階で診断書を出

してもらう。

○ 初期アセスメントの段階でＰＴやＯＴが関わることはない。育成団体は小規模なケースが多く、

現実問題としてそこまで求められると難しい。
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＜補助犬の入手、キャリアチェンジ＞ 

○ 盲導犬・介助犬の自家繁殖については、海外の盲導犬協会と提携しており、繁殖犬（母犬）と候

補犬を年 5 頭ほど購入している。母犬はオーストラリアで交配して妊娠後、日本で出産して子ど

もをパピーファミリーに出す流れである。繁殖頭数は年間 1～2 件である。今後は聴導犬につい

ても自家繁殖も検討している。 
○ 盲導犬のキャリアチェンジのうち、9 割以上はペットとなる。セラピー犬は特養に 1 頭実績があ

る。 
○ 海外の盲導犬協会から購入した犬は、既に評価の済んだ 1 歳の犬になるため、日本の環境に合わ

ないケース以外の約 9 割は認定に至っている。日本で生まれてパピーに出る犬の場合、3 割前後

が認定に至っている。 
○ 聴導犬は愛護センターからの保護犬の提供も受けている。 
○ 盲導犬から介助犬、聴導犬へのキャリアチェンジという考え方はしていないが、そもそも最初か

ら分けた訓練はしておらず、ある程度両方のトレーニングを進める中で、適性にあった犬を選抜

するという考え方になる。 
○ 引退は盲導犬・介助犬の 9 割程度は 10 才歳であるが、ユーザー自身、あるいは同居する家族が

引退犬ボランティアに移行する場合は 12 歳まで延長できることとしている。聴導犬のうち、小

型犬の場合は 10 歳から 12 歳で引退することが多い。 
○ 使用中は貸与の形であり、引退後も所有権は協会が有するので、譲渡はしていない。通常は、引

退犬ボランティアという形で無償で飼育する形となる。高額な医療費については協会が負担す

る。引退後の責任分担等の契約は、別途の覚書の形となる。但し、ペットとしてコースチェンジ

する場合は譲渡となる。 
 

＜費用関係、契約関係＞ 

○ 育成団体としては、飼料費や医療費についての自治体等からの補助は受けていない。 
○ ユーザーとの契約書については、盲導犬については以前から取り交わしていたが、平成 29 年度

から介助犬・聴導犬についても共通の様式を使用している。 
○ ユーザーからの費用徴収については、盲導犬では共同訓練に係る実費徴収が中心である。介助

犬・聴導犬については、施設を利用しないので費用徴収をする機会が発生しない。 
 

２．訓練の具体的な流れ・内容 

＜訓練の流れ・内容＞ 

○ 屋外訓練については、鉄道会社（電車・バス）、百貨店・スーパーとの提携があり、事前に本社

に許可を取った上で実施している。 
○ 盲導犬の歩行誘導訓練については、月 20 日×10 ヶ月で 200 日が標準となるが、実際には 200 日

～250 日くらいの幅になる。 
○ 盲導犬の共同訓練を開始するタイミングについては、ユーザーの生活や仕事の状況（休暇を取れ

るタイミング）、身体状況、マッチングした犬の訓練状況などを踏まえて時期を決定する。期間

が空く場合には、外部で白杖歩行訓練を受けていただくよう提案することがある。 
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３．訓練の質を担保するための取組 

＜記録の作成・保管＞ 

○ 【盲導犬】基礎訓練については、パピーファミリーの段階でおおよその訓練を入れている。協会

では、屋外に行ったときに誘惑がある中での基礎訓練の応用的なトレーニングを実施、日々の日

常生活の中でチェックしているが、記録は残していない。 
○ 今後、チェックシートを作成する予定。 
○ 【盲導犬】歩行誘導訓練は、月別訓練報告書で 33 の課目を 5 段階で記録している。共同訓練、

フォローアップについては共同訓練日誌、フォローアップ日誌の形式で、内容・評価・課題を自

由記述方式で記録している。年 1 回ユーザーから提出される歩行・日常レポート、及びユーザー

研修会の歩行のチェックでは、選択方式の評価票を用いている。 
○ 【介助犬・聴導犬】基礎訓練については、基礎動作訓練サマリーで記録の作成、保管を行ってい

る。介助動作訓練については、認定審査会の書式に基づいて介助動作サマリーを作成している。 

 

＜他の訓練事業者との連携＞ 

○ 指定法人として他の育成団体と関わる中で、情報共有や気付きを得られることはメリットにな

っている。 
○ 実際にユーザーや犬に何か課題があった場合には、原則、育成法人を通した対応となる。もしく

は、育成法人からサポートの要請を受けて指定法人として同行するような連携のケースもある。 

 

＜人材育成＞ 

○ 研修としては、盲導犬では日本ライトハウスが行う「視覚障害者生活訓練等指導者養成課程」の

受講、「愛玩動物飼養管理士」や「補助犬ガイド士」の資格取得など。介助犬は介護職員初任者

研修の受講、聴導犬は手話検定 3 級以上の取得など。 
○ 福祉系から来るスタッフと、犬の専門学校等から来るスタッフとに分かれるため、それぞれに応

じた必要な養成講座や放送大学（認知心理学等）の活用を行っている。 
○ 他の訓練事業所との人材交流としては、研修生の受け入れを多く行ってきており、これまで尽力

してきた。 
○ 育成に力を入れても給与の問題で職員が離れてしまうケースもあり、課題となっている。 
 

４．継続的な訓練や指導、使用者からの相談対応等 

○ ユーザーに対するフォローアップは、年に 1 回は指定法人として健康診断書と日常生活報告の

調査を行うタイミングで、育成団体としてフォローアップの希望や犬の状況確認で連絡を行っ

ている。ユーザーから希望が無くても、問題があるような場合は協会からフォローアップを実施

する。 
 

５．認定の具体的な流れ・内容 

＜認定の流れ・内容＞ 

○ 盲導犬の認定については、原則として日盲社協の基準に則った手順をとっている。 
○ 他団体からの認定については、申込みがあって貸与を決定する段階で（合同訓練に入る前に）相

談をしてもらうように依頼している。 

参考資料-134



○ 身体機能のアセスメントについては、育成団体に対して医療機関と十分な連携をとってもらう

よう依頼している。 
 

＜認定審査会について＞ 

○ 当協会の「身体障害者補助犬の認定に関する規定」により、認定審査会において、管理者（訓練

士）は認定審査会の委員長となるが、担当訓練士の指導もしくは監督する立場であり、クラスを

一人で持つことはない。 
○ 他の訓練事業者が育成した犬の認定の場合は、書類審査に合格した申請者及び候補犬を調査す

るため、当協会認定審査員を申請者の自宅に派遣し、自宅内・公共施設や交通機関等における様

子を現地調査する。当協会を卒業した犬であれば、合同訓練やフォローアップ時の内容を使用す

ることができる。 
○ 1 回の審査委員会での審査件数はできれば 2 件程度にしたい。（過去に 4 件実施したことはある）。

介助犬と聴導犬を同じ回に実施することは、問題なく行っている。施設内での審査は 1 件 1 時間

程度、実地も 1 件 1 時間程度である。 
○ 実地での検証については、上述の現地調査以外に協会の近隣と最寄り駅で実施している。また、

確認用のビデオを必ず提出してもらうことで、普段の自宅や公共施設・交通機関等での状況を補

足的に確認することとしている。（限られた審査会の情報だけでは、緊張した状況など、普段と

異なる場合があるため。また、申請者の体調や天候等により実地の検証を施設内のみで行う場合

は、この確認用ビデオを活用する） 
 

以上 
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指定法人・ヒアリング記録（社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉事業団） 

 
１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 社会福祉法人として 1980 年 11 月に設立され、千葉県千葉リハビリテーションセンターの管理

運営を行い、障害児・者の家庭復帰や社会復帰に向けて、医療・看護・訓練・福祉などの専門ス

タッフによる総合的リハビリテーションを実施している。 
○ 直近３か年度の認定実績は介助犬１頭である（但し、ここ２年間の実績は無い）。認定事業開始

以来、累積で４頭（全て介助犬）の認定実績があり、現在稼動中の犬は２頭である。 
 

２．認定事業の実施状況  

○ 認定の流れは下図の通り。 

 
 

＜情報提供・相談＞ 

○ 厚生労働省のホームページに問い合わせ先を掲載しており（他に掲載しているところはない）、

年間２～３件程度の電話相談がある。 
○ 介助犬の訓練所と誤解して電話相談してくる人がいるため、日本介助犬協会等の訓練事業者を

紹介している。 
○ 自院の入院患者が直接介助犬の使用に至るケースはない。介助犬使用に係る提案は、主治医であ

るリハビリテーション医を中心に行っていく事であるが、十分に行えているとは言えない状況

ではあるので、強化していく課題のひとつである。 
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＜ニーズに基づく適性・適応評価＞ 

○ 面談後に、自院の医師が診察を行い、意見書の作成を行っている。 
○ 受診費用は 12,000 円（非課税）である。 
 

＜合同訓練（一部）・総合評価＞ 

○ 屋内については院内の敷地やスペース、屋外については交通機関（路線バス、ＪＲ）、駅前周辺

の各種施設（イオン、イオン内のボーリング場、区役所等）を活用して合同訓練を実施している。 
○ 訓練事業の費用は１頭当たり 157,000 円（非課税）である。また、自院内の障がい者支援施設に

宿泊する場合は宿泊利用料として 2,100 円を設定しているが、現在までの宿泊実績は無い。 
 

＜動作検証・認定審査＞ 

○ 認定審査員は、内部職員６名（医師２名、作業療法士１名、理学療法士２名、社会福祉士２名）

であり、外部職員は３名（獣医師１名、介助犬トレーナー２名）である。介助犬トレーナーを外

部から招聘している理由は、内部職員に補助犬育成の専門家がいないためである。 
○ 認定審査会では、書類と動作検証時のＶＴＲを見ながら評価を行う。 
○ 屋外での動作検証では「呼んだら来る」事項については一部未実施である。イオン等の商業施設

において介助犬認定前の犬のリードを外すことの許可が取れないためである。また、自院から駅

前まで近くないため、審査委員全員が実際の犬の屋外での動作を見るために移動することが困

難であることから、ＶＴＲによる評価を行っている。 
○ 直近の認定審査会では、介助犬適性・適応に関する意見書に基づき介助犬のニーズを確認すると

ともに、獣医師からも犬のレントゲン写真や血液検査の結果問題がない旨の発言等があった。 
○ 認定費用については、１頭当たり 75,600 円（非課税）である。 
 

＜フォロー＞ 

○ 訓練事業者から年１回程度、書面による報告をしてもらうこととしており、使用者に直接確認す

る事はほとんど無い。なお、書面の様式は任意である。但し、福祉機器展等の場で使用者と偶然

会うことなどがあり、その際は様子を確認している。 
○ 現在までに苦情等が寄せられたことはない。 
 
 

３．課題や今後の展望  

○ 現在は、主に日本介助犬協会との連携は取れているが、より広範囲に訓練事業者と連携を取る必

要があると感じている。 
○ 現在の認定審査では、審査員全員が直接的に動作検証をできていない（ＶＴＲを活用）ため、使

用者本人と犬を認定審査会に呼んで行うなど、審査の方法を工夫する必要がある。 
○ おそらく指定法人間でもその運営方法にバラつきがあり（指定法人間の連絡協議会はなく、情報

共有の場もほぼ無い現状である）、その標準化を行うことは重要であると考える。但し、国には、

あまり高いハードルを課すことなく、比較的チャレンジしやすいハードルの設定を期待してい

る。 
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○ 医療機関として指定法人となっているため、訓練事業者からは「敷居が高い」と思われているの

か、事業者との間に壁（認定の希望者数が少ないのもそれが原因にあるかもしれない）と感じる

ことがある。 
○ 自院としては、直近２年間に認定実績が無く、ブランクがあきすぎていると感じている。ブラン

クが長いとノウハウ、ネットワークの蓄積が困難となり、毎回「初めから」の取り組みとなる。

コンスタントに実績を積んで、組織として対応できるようにしていきたい。 
 

以上 
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指定法人／訓練事業者・ヒアリング記録（社会福祉法人 日本介助犬福祉協会） 

 
１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 2006 年に開設して社会福祉法人として活動しており、介助犬、聴導犬の訓練事業者であり、ま

た介助犬、聴導犬の指定法人である。 
○ 訓練士は時間交代で 3 名の体制である。研修生が 2 名在籍しており、実際の訓練には携わってい

る段階ではないが、協会内で養成を行っている。 
○ ボランティアについては、募金活動やイベントの手伝い等が中心となる。 

 

＜相談ルート＞ 
○ 相談を受けたが訓練に至らなかったケースとして一番多いのは、世話をどこまでできるかとい

う点で、家族のサポートも困難な場合などで断念されることが多い。また、補助犬を所有する条

件についての正確な情報を持っていないことにより、障害者手帳のない方からの問合せなども

ある状況である。 
○ 直近 3 年では、育成をして認定を受けた頭数はいない状況である。現状は、認定を行うほうによ

り力を入れていることによるものである。 
○ 問合せのルートとしては、協会主催のイベントは最近頻度は減っているが、募金会場でリーフレ

ットを配布して紹介してもらうケースは一定数ある。また、ホームページを通じた問合せもある。 
○ 利用の相談があった際に、利用者の適性評価を行っている。一番に考えるのは、その方が本当に

犬を必要としているのかという点になる。犬を持てる状態であるのか、持つことによって状態が

悪化することがないか等を確認する。また、虐待の危険がないかについても確認する。 
 

＜身体障害者補助犬の取り扱い＞ 

○ 使用者が補助犬の使用をやめるきっかけとしては、使用者が高齢になって病状が悪化したケー

ス等が多い。当協会の利用者は高齢者も多い状況である。 
○ 候補犬の入手については、ブリーダーからの購入が中心である。動物愛護センターからの保護犬

も過去に 1 頭事例がある。協会が育成した犬のほか、利用者の所有犬を訓練するケースがあり、

それらの比率はおおよそ半々程度である。 
○ 補助犬の引退年齢については、特段の基準は設けていない。必要とされている介助動作の内容が

犬の身体能力の限界を超えていないと判断できる間は活動を認めているケースもある。 
○ 協会が所有して育成した犬については、貸与の形で使用者に渡し、引退後は状況に応じて譲渡を

行っている。 
 

２．訓練の具体的な流れ・内容 

＜訓練の流れ・内容＞ 

○ 元々使用者が所有していた犬を育成する場合でも、訓練の流れは変わらない。使用者と犬の状況

に応じて、うまく使用者が訓練できるのであれば通いのケースもあり、協会で預かるケースとが

ある。 
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○ 介助動作訓練、聴導動作訓練の平均的な実施日数は 120 日となっている。これは、訓練士が実際

に訓練を行っている日数をカウントしており、使用者の自宅での訓練日数は含んでいない。 

 

＜その他＞ 

○ 介助犬を使用する事によって、人として社会に参加する自覚が出てくるという側面が期待でき

ると考えている。 
 

３．訓練の質を担保するための取組 

＜記録の作成・保管＞ 

○ 基礎訓練、介助動作訓練、聴導動作訓練、合同訓練については、いずれも訓練についての記録の

作成･保管を行っている。その日に行った訓練内容と、目標に沿ってどこまで達成できたか等を

日報形式で記載する形が基本となる。 
 

＜人材育成＞ 

○ 訓練士の研修プログラムにおいては、特に障害のある方に対する支援に関する知識と、犬に関す

る知識の面を重点的に実施している。その他、関係法規に関する知識や、犬の訓練技術に関する

知識についても、研修を実施している。研修機会は、主として自組織内での研修･勉強会の形と

なる。 
○ 研修生については、報酬面で支払える金額に制約もあり、定着を図ることはなかなか容易ではな

い状況である。 
 

４．継続的な訓練や指導、使用者からの相談対応等 

○ 訓練事業者としてのフォローアップは、1 年目に 2 度、2 年目以降は 1 年に 1 回以上の頻度で実

施している。追加訓練や再訓練が必要となった場合には、記録も作成している。 
○ 利用者の所有犬の場合等で、中には利用者が犬を甘やかしてしまっている場合もあり、そうした

ケースではフォローアップの中で必要な指導を行っている。 
 

５．認定の具体的な流れ・内容 

＜認定の流れ・内容＞ 

○ 現場の試験については、訓練士が実地で実施した内容をビデオに撮影し、審査委員が集まる場で

そのビデオを確認しながら審査をしていくやり方となる。 
○ 審査対象の補助犬の訓練担当者は、審査委員会の試験自体には参加しないが、基準に達している

かの判定の意見は出している。 
○ 基礎動作の屋外での検証については、各基本動作について必ず実施というものではなく、利用者

ごとに必要となる内容について実施している。 
○ 他事業者の訓練犬を認定する場合に関して、対象の事業者は概ね決まっているため、日頃から必

要なコミュニケーションをとって、認定の前段階から情報を得るようにしている。 
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＜認定審査会について＞ 

○ 通常、1 回の認定審査会で 1 頭～2 頭の審査を行っている。 
○ 自協会が育成した犬を認定する場合については、審査の流れ自体は通常と変わらないが、訓練を

行っている者は審査には入らないことは徹底している。 

 

＜フォローアップ＞ 

○ 指定法人としてのフォローアップについては、通常、年 1 回以上の頻度で使用者への確認を行っ

ている。 

 

６．課題や今後の展望  

○ 医療機関とは現状では密接な連携はないが、今後は強めたほうが良いという意識を持っている。

嚥下機能等、見た目だけでは把握できないような生理機能の評価等も丁寧に行っていくことが

必要と考えている。訓練に入る前の段階であれば、指定法人としてそうした視点での利用者の評

価を行う役割も求められてくる。 
○ 補助犬自体が虐待だと考えるような考え方もあるため、犬の扱いについては日頃から重きを置

いている部分である。 
 

以上 
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訓練事業者・ヒアリング記録（ボランティアドッグ育成センター） 

 
１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 聴導犬の訓練事業者であり、NPO 法人としては 2003 年から活動しているが、元々は理事長夫妻

が聴導犬を育成していたことから始まる。その頃を含めるとおよそ 40 年、活動している。 
○ スタッフは理事長 1 名、訓練士 2 名である。 
○ 直近３か年度の認定実績は介助犬１頭である（京都ケアハウス名で認定。関係は後述。）。 
○ 現時点で実働している（フォローしている）犬は介助犬 2 頭である。他に、訓練中の介助犬が 1

頭、PR 犬（認定を目指していたが、希望者の体調不良により取消）の聴導犬が 1 頭いる。 
○ 介助犬との関わりは次のとおり。 

・聴導犬の訓練事業者として第二種社会福祉法人の指定を受けているが、京都ケアハウスとの

つながりで、介助犬の訓練や利用者のフォローにも対応している。 
・最初は、京都ケアハウスが育成して認定を受けた介助犬の使用者（徳島県在住）のフォロー

アップを引き受けていたが、その後２頭目、３頭目は、訓練の段階から関わっている。これ

は、京都＝徳島間が長距離であり、京都ケアハウスでは十分に使用者との訓練やフォローが

できないためである。 
・認定は兵庫県リハビリテーションセンター（以下「兵庫リハ」）で受けている。兵庫リハで認

定試験を受けている理由としては、距離が近いということもあるが、兵庫リハは指定法人の

中でも最も厳しいと言われており、同センターで認定されれば問題がないと言えるためでも

ある。訓練と認定を同一法人で行っている団体もあるが、そうしたところよりは、客観性が

担保されている。 
・なお、認定試験の際は京都ケアハウスの名前で申請し、試験の際に当センターも同行する形

で受験していた。兵庫リハからの年１回のフォローアップは、当センターから報告をあげて

いた。 
・この度、県から介助犬についても指定を受けるよう連絡があったので、現在申請中である。 

○ ノイマンドックスクール（犬のしつけ教室）の運営のほか、災害救助犬の育成にも取り組んでい

る。 
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＜相談ルート＞ 

○ 介助犬・聴導犬の利用希望者がいた場合、当センターに直接相談がくるか、相談を受け付けた県

から情報が回ってくる。 
○ 介助犬・聴導犬に関しては盲導犬ほど認知度がなく、あまり相談はない。 
 

＜身体障害者補助犬の取り扱い＞ 

○ 補助犬は保健所等での保護犬の譲渡、他の事業者からの提供等により確保している。 
○ 認定後の補助犬は、使用者に貸与という形で渡している。 
○ 介助犬の引退の目安は 10 歳ごろとしているが、聴導犬については特に年齢による制限は設けて

おらず、使用者に対するフォローアップで犬の動きや使用者の状態、意向を踏まえて引退させる

かどうかを判断している。 
○ 引退後の犬は、使用者が希望すれば譲渡している。 
○ これまでに認定を取り消した補助犬は聴導犬２頭であり、いずれも認定から５年以上経過して

いた。取り消し理由としては、犬の病気（ヘルニア）、使用者の病気である。 
 

＜費用関係＞ 

○ 徳島県の身体障害者補助犬育成事業の委託を受けて、補助犬の育成をしている。介助犬について

は、当センターが徳島県から委託を受け、そのうち必要経費を京都ケアハウスに支払っている。 
○ 訓練やフォローアップに関して、使用者からの費用徴収はしていない。（使用者からの自主的な

寄付はある。） 
 

２．訓練の具体的な流れ・内容 

＜訓練の流れ・内容＞ 

○ 大まかな流れは以下のとおり。なお、介助犬・聴導犬ともに、訓練には２年ほど要する。 
・希望者からの相談 
・希望者との面談、県への申請 
・兵庫リハへの申請（認定の１年前） 
・希望者との合同訓練 
・兵庫リハでの事前審査（認定の２週間前） 
・兵庫リハでの認定試験 
・認定 
・フォローアップ 

○ 補助犬の利用希望があった際、最初に希望者の自宅を訪問し、利用の適性を評価する。面談では、

家族構成や経済状況、家屋の構造など、補助犬を安全に飼育できる環境にあるかどうかを確認す

る。また、補助犬の利用を希望する理由や障害の内容・健康状態についても聞き取ったうえで、

合同訓練・補助犬の使用が可能そうかどうかについて見通しを立てる。 
・徳島県では予算の都合上、身体障害者補助犬は年１頭しか育成が認められていない。 
・認められるためには、県による審査を受ける必要があるが、その際、「身体障がい者補助犬貸

付調査書」を提出する必要がある。 
・調査書は訓練事業者が利用希望者と面談をして作成する。 
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○ 県から上記の認定を得られた後、兵庫リハに認定試験を受けたい旨を申請する。その際、訓練計

画も提出する。訓練計画は、理事長の経験に基づき、使用者の障害やニーズに応じて作成してい

る。また、兵庫リハでは医師の診察や多職種によるアセスメントが行われ、その結果を踏まえて、

どのような訓練が必要であるかについて意見が得られる。その意見も踏まえて、必要に応じて訓

練計画の見直を行う。なお、申請は認定試験の１年ほど前に行う。 
○ 各訓練は、国が示す基準に沿って実施しており、訓練日数も基準を満たすよう実施している。基

礎動作訓練はすべて行っているが、介助動作訓練、聴導動作訓練に関しては、利用者の状態やニ

ーズに応じて実施しており、項目によっては訓練しないものもある。これは、最初に多くの動作

を訓練すると、使用者（希望者）側の負担も大きく、挫折しやすいためである。認定後、新たに

訓練が必要な動作があれば、フォローアップの中で対応している。 
○ 屋外での訓練は、公共交通機関、スーパーなどの公共の場で実施している。公共交通機関の場合

は、指定の様式により訓練の２～３週間前に申請を行う。スーパーは、事前に電話などで協力依

頼をかける。今のところ苦情はなく、協力が得られている。 
○ 合同訓練の際には、介助犬の場合、京都ケアハウスからも何度か職員が来て一緒に訓練に当たっ

ている。 
○ 兵庫リハの場合、認定試験の前に事前審査がある。事前審査では、認定試験と同じ内容（鉄道の

利用、買い物など）で試験が行われるが、認定試験と異なり、訓練士が同席することができる。

試験結果によっては認定試験までに必要な訓練や強化すべきポイントなどについて兵庫リハの

審査員から助言が得られるので、認定試験に向けてさらに訓練を行う。 
○ なお、事前審査から認定試験までの期間はおおむね２週間であるが、審査員のスケジュールや貸

与式を行う知事の予定などの関係で変動する。 
 

＜その他＞ 

○ 訓練に関して、特に使用者（希望者）の契約などの取り交わしは行っていない。 
○ お互い信頼関係を築いているので、これまでトラブルになったことはない。 

 
 

３．訓練の質を担保するための取組 

＜指定法人との連携＞ 

○ 兵庫リハでは、認定を受けたい旨を申請すると、訓練前に医師やリハビリテーション職によるア

セスメントに基づき、必要な訓練について意見が得られる。そのため、専門職の意見を反映した

訓練計画を立てることができている。 
○ 認定試験の前に、事前審査を受けることになっており、認定に向けて必要な訓練について助言を

受けている。 
 

＜記録の作成・保管＞ 

○ 県や兵庫リハへの申請書類以外では、特に訓練の記録等は行っていない。 
○ 使用者や関係者とのメール、動画などの保存はしている。 
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＜他の訓練事業者との連携＞ 

○ 介助犬に訓練に関しては、京都ケアハウスにおいてノウハウが蓄積されているため、一緒に訓練

する際などに助言や指導を得ている。 

 

＜人材育成＞ 

○ センター内での体系的な研修制度等はないが、ジャパンケネルクラブで基本的な犬の訓練技術

を学んでいる。その他、スタッフ同士（理事長、訓練士 2 名）の意見交換や指導により訓練の質

の向上に努めている。 
 

４．継続的な訓練や指導、使用者からの相談対応等 

○ 認定後すぐは、使用者も慣れないことが多いので、週に１～２回自宅を訪問し、アドバイスや追

加の訓練などを行っている。 
○ 慣れてきたら徐々に間隔をあけて、２～３か月に１回の訪問としている。 
○ 職員が使用者の自宅を訪問できないときは、使用者から近況報告を受けたり、動画が送られてく

るので、アドバイスをしている。 
○ フォローアップの状況に関しては、兵庫リハへの年１回の報告を除いて、特に記録等は行ってい

ない。 
○ 使用者支援の１つとして、使用者同士の交流の場をセッティングすることもある。現在では介助

犬の使用者同士だけでなく、盲導犬の使用者とのつながりも自然とできているようである。なお、

県をまたいでの交流はない。 
 

５．課題や今後の展望  

○ 徳島県の身体障害者補助犬育成事業の委託を受けようとすると、４～６月の間に希望者からの

相談がなければならない。いつでも利用できるようになると助かる。 
○ 身体障害者補助犬の認知度の向上が課題である。学校や老人ホーム、医療機関、各種イベントに

出向いてデモンストレーションや講演などをすると、「周りの人にも広めようと思う」といった

反応があり、受け入れられている。ただ、全体でみるとまだまだ知られていない。身体障害者補

助犬をもっと若いうちから使用できるようになると、より普及するのではないか。 
○ 補助犬のシールを貼っている店舗でも、受け入れ拒否をするといった事例を聞いている。普及啓

発は今後も課題である。 
○ これまでは遠方の大学病院の獣医の診察を受ける必要があり、負担が大きかった。今後は加計学

園の獣医学部が設置されるので、この問題はクリアできる。 
○ 指定法人や訓練事業者が遠方であると、使用者（希望者）にとって負担が大きく、それだけで利

用を断念する場合もある。 
○ 認定後の医療費や資料費など、使用者の経済的負担に対する補助があると良い。盲導犬は募金が

多く集まっており、一部の方は負担せずに済んでいる。 
○ 年１回、国リハで開かれている研修があるが、移動時間や交通費なども考慮すると、時間的・経

済的負担が大きい。関西方面でも同様の研修の機会があると良い。 
以上 
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訓練事業者・ヒアリング記録（特定非営利活動法人 兵庫介助犬協会） 

 
１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 兵庫介助犬協会は、2005 年から兵庫県西宮市にて介助犬の訓練事業者として活動する NPO 法人

である。2016 年には同法人において「千葉介助犬協会（千葉県船橋市）」も立ち上げ、同様に介

助犬の訓練事業を行っている。 
※なお、本ヒアリング記録では主に「兵庫介助犬協会（以下、「同協会」と表記）」の活動につ

いて報告する。訓練の具体的な流れ・内容等は、兵庫と千葉で同様の仕組みである。 
○ 同協会のスタッフは、理事長１名（訓練士を兼任）、常勤の訓練士２名、非常勤の作業療法士１

名である。 
○ 訓練犬は入れ替わりがあるものの、同協会では常時５～６頭を訓練している。現在は、６頭の訓

練犬、３頭の PR 犬を飼育している。 
 

＜相談ルート＞ 

○ 介助犬の利用に当たっては、障害者本人あるいはその家族からの問い合わせが最も多い。過去に

は兵庫県や他県の自治体から問い合わせを受けたケースもある。 
○ 兵庫介助犬協会と千葉介助犬協会を合わせて年間 10 件程度の問い合わせがあり、このうち同協

会の訓練士が使用希望者への自宅訪問を行う（「２．訓練の具体的な流れ・内容＜訓練の流れ・

内容／（使用希望者とのマッチング）＞参照）のは半数程度である。 
○ なお、問い合わせは同協会が所在する兵庫県内だけに限らない。実際、これまでに同協会では 12

頭が介助犬認定を受けたが、兵庫県在住の使用者は２名のみである。 
 

＜身体障害者補助犬の取り扱い＞ 

○ 介助犬の候補犬（ゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー）は、ブリーダーもしくは他

の盲導犬・介助犬育成事業者より購入する。その際にはスタッフがブリーダーを訪問し、ブリー

ダーから話を聞きながら、介助犬としての適性を持つと見込まれた生後２ヶ月程度の子犬を選

ぶ。 
○ 稀に他の補助犬訓練事業者から、介助犬としての適性を持つ成犬を購入することもある。これま

でに盲導犬の候補犬がキャリアチェンジし、同協会で介助犬としての訓練を受けた上で認定を

受けたケースもある。同協会からも、盲導犬の訓練事業者に「介助犬の適性を持つキャリアチェ

ンジ犬がいれば譲ってほしい」と依頼している（介助犬の適性を持つ犬は、候補犬 10 頭に対し

て３頭もいないのではないか）。 
○ 認定後の介助犬は、使用者に貸与する。 
○ 介助犬の引退目安年齢は、おおむね 10 歳としている。 
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＜費用関係＞ 

○ 介助犬を引き渡すまで、使用希望者には同協会に計３～４回程度訪問していただくことになる

が、その際の交通費・食費等は使用希望者負担となる。それ以外の、たとえばブリーダー等から

の子犬の購入費、すべての訓練費用（介助犬として適性がないと判断されキャリアチェンジ犬と

なった候補犬のそれまでの訓練費用を含む）、マッチング時や合同訓練時の使用希望者の自宅等

への訪問・滞在費用（「２．訓練の具体的な流れ・内容＜訓練の流れ・内容（使用希望者とのマ

ッチング、合同訓練）＞」参照）等、原則としてすべての費用を同協会が自己負担している。 
○ 都道府県からの補助犬育成事業給付金を受けて訓練を行うこともあるが、予算執行に係るタイミ

ングの問題から同協会では当該給付金の利用はしづらいと考えている。そのため、同協会事業の

資金は寄付に頼っているのが実態である（「５．課題や今後の展望」参照）。 
 
 

２．訓練の具体的な流れ・内容 

＜訓練の流れ・内容＞ 

○ 介助犬認定・フォローアップまでのおおよその流れは以下の通りである。 
・ブリーダーからの候補犬の購入 
・健康チェック 
・パピーウォーカーへの引渡し 
・適性評価 
・基礎訓練 
・遺伝性疾患の診断 
・介助動作訓練 
・使用希望者とのマッチング 
・合同訓練 
・認定試験 
・フォローアップ 

（ブリーダーからの候補犬の購入） 

○ 「１．事業者概要＜身体障害者補助犬の取扱い＞」参照。 
（健康チェック） 

○ 協会にて候補犬を１週間程度預かり、検便などの健康チェックやトイレトレーニングの意

識付け等を行う。 
（パピーウォーカーへの引渡し） 

○ パピーウォーカーに１年程度預ける。 
○ 同期間中は訓練士が月に１回程度パピーウォーカーを訪ね、候補犬の様子を報告書（同協

会独自のフォーマットあり）に記入 する。１年間分の報告書は、同協会の訓練士間で共有

している。 
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（適性評価） 

○ パピーウォーカーから同協会に訓練犬として入所後に、訓練士による「適性評価」を実施

する。同評価は候補犬の得手・不得手を見極め、今後の訓練の方向性を決めるためのもの

であり、同協会で独自に作成したチェック項目に基づき実施 する。 
○ なお、チェック項目は点数化したり、適性有無を判断したりするものではない。これは、

合計点により適性判断を行うと、各候補犬の得手・不得手が分かりづらくなることによる。 
（基礎訓練） 

○ 適性評価により各候補犬の訓練の方向性が決まると、適性評価の結果、パピーウォーカー

の下での報告書（前述）、キャリアチェンジ犬の場合は前事業所からの報告書を踏まえた基

礎訓練 を始める。 
○ 基礎訓練は同協会の訓練士３名が行い（現在は理事長以外の２名が行うことが多い）、訓練

結果は必要に応じて電子ファイル上や動画に記録している。訓練犬の習熟度合い等により

訓練内容や課題が異なるため、特に決まった記録フォーマットを用意しているわけではな

い。 
○ 訓練士はすべての候補犬の訓練担当となる可能性があるため、これら記録は次に訓練する

際の訓練内容の目安として訓練士間で共有 している。 
○ 屋外での基礎訓練は、電車、スーパー、レストラン等の公共施設も利用しながら実施する。

その際には、先方に事前申請する場合としない場合がある。たとえば鉄道事業者など「補

助犬の訓練はこのような手順で行ってほしい」との指針を策定している公共施設もあり、

そのような場合には事前申請することとなる。なお、事前申請先の公共施設のみならず、

事前申請しない公共施設においても、訓練犬であることが分かるよう訓練犬にケープを装

着させている。 
○ 基礎訓練の評価は、同協会の訓練士のほか、同協会の非常勤職員である作業療法士が行う。 
○ 同協会として、基礎訓練の日数は決めていない。これは、パピーウォーカーから同協会に

入所後の適性評価を終えた時点から基礎訓練は始まり、認定試験が終わるまで基礎訓練は

続いているという認識を持つためである。言い換えれば「基礎訓練は 90 日間で終了、その

後は介助動作訓練に移行する」との区切りがつくものではない。基礎訓練は認定試験まで

続き、平行して介助動作訓練や合同訓練が上乗せされるイメージである。 
（遺伝性疾患の診断） 

○ 基礎訓練期間中の候補犬（生後１歳６ヶ月頃）に、介助犬として活躍するに当たり健康上

の問題がないか、獣医による遺伝性疾患の診断を受けさせる。 
（介助動作訓練） 

○ 介助動作訓練は訓練前に訓練計画を立てることができるようなものではないと考えてい

る。すなわち、「くわえる」「運ぶ」「くわえた物を出す」「くわえたものを引っ張る」「鼻で

押す」などの介助動作のベースとなる動きを組み合わせて使用者に必要な介助動作をつく

りあげていくものであり、使用者が決まっていない段階では具体的な訓練計画は策定でき

ない。そのあたりは、認定事業者や行政の考え方とのズレを感じる部分である。 
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○ 使用者がおおよそ決まると、同協会の作業療法士のほか、同協会が提携している訪問リハ

ビリテーションの事業所の作業療法士、使用希望者が日頃関わる医師・リハビリテーショ

ン専門職・ケアマネジャー・社会福祉士等とも相談しながら、介助動作訓練計画を立てる

こととなる。 
○ 介助動作訓練は同協会の訓練士３名が行い（現在は理事長以外の２名が行うことが多い）、

訓練結果は必要に応じて電子ファイル上や動画に記録している。基礎訓練と同様に、訓練

犬の習熟度合い等により訓練内容や課題が異なるため、特に決まった記録フォーマットを

用意しているわけではない 。 
（使用希望者とのマッチング） 

○ 「１．事業者概要＜相談ルート＞」の通り、介助犬の利用に当たっては、障害者本人ある

いはその家族からの問い合わせから始まることが多く、以降は「使用希望者による同協会

所定の書類記入」→「同協会が書類確認後にさらに確認すべき事項とした内容に係る、同

協会による使用希望者への電話での聴き取り」→「書類および電話聴取により、介助犬を

使用することでよりよい生活を送ることができると同協会が判断した場合に限り、訓練士

や作業療法士が使用希望者宅へ訪問。生活環境、障害があることによる日常生活の工夫や

周囲のサポートの状況等の確認」→「同協会の訓練士および作業療法士による使用可否の

最終判断」→「候補犬とのマッチング」となる。 
○ 書類への記入事項は、家族構成、職業、障害の経緯、犬の飼育経験等である。犬の飼育経

験により使用可否を判断することはないが、飼育経験を持つことによる「よい面・そうで

はない面」があるため、基礎情報として入手している。 
○ 使用可否の判断に当たっては「使用希望者が介助犬に何を求めているのか」を重視してお

り、たとえば「障害者本人が介助犬の利用を希望していない（＝家族等が利用した方がよ

いと考えている）」ケースでは、電話聴取の時点でお断りする。また、同協会では「使用者

自身が介助犬を管理できる」「貸与された介助犬の飼育にかかる経済的負担が可能と認められ

る者」という条件にあてはめると、「18 歳以上」が使用者として適していると考えている。 
○ 使用可能と判断した場合、候補犬とのマッチングを行う。マッチングは使用希望者の自宅

に訓練士と候補犬が訪問して行う ことがほとんどであり、複数の候補犬がいる場合にはす

べての候補犬と引き合わせることがほとんどで、相性や適性から選定する。 
（合同訓練） 

○ 上記により「使用希望者にはこの候補犬が適切そうだ」との目安がついた段階（＝確定す

る前の段階）から、その使用者が求める介助を習得するための訓練をそれまでに学ばせた

介助動作訓練に上乗せし、合同訓練に備える。 
○ 合同訓練の内容は、同協会訓練士と同協会の作業療法士と使用者が利用する訪問リハビリ

テーションの事業所の作業療法士・社会福祉士等が話し合いながらオーダーメイドで決め

る 。国の規定では「合同訓練は 40 日以上実施するもの」とされているが、同協会では特

に訓練期間を設けず（40 日の実施は必須）、「使用者のニーズに合わせたオーダーメイドの

介助動作がすべてスムーズにできるようになるまで」、すなわち「使用者と候補犬が社会生

活を送るに際し、安心して送り出せるまで」を訓練期間と捉えている。 
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○ オーダーメイドを基本としているため 40 日以上の合同訓練は原則として使用者の自宅お

よび自宅周辺で行う が、その要領は使用者の仕事や生活の状況により異なる。たとえば

「使用者が平日は仕事をしている場合は、金曜日夜～日曜日のみの訓練」「同協会から遠方

に居住している場合は、訓練士と候補犬が使用者の自宅近隣のホテルに宿泊しながら訓練」

等である。 
○ 訓練期間終了の具体的な判断は、使用者が候補犬をコントロールできているかを基準とす

る。候補犬は訓練を重ねており、たいていの動作は習得しているため、訓練士が「使用者

はこの部分のコントロールが苦手である」と見極めた場合には、「候補犬のこの部分を強化

する」といった再訓練を行うこともある。 
○ なお、合同訓練を行うのは、同協会の訓練士３名のうち２名である。これは、もう１名の

訓練士は訓練士としての経験が２年程度であり、合同訓練を実施するにはもうしばらく経

験を積むことが必要だと考えていることによる（２名の経験年数はそれぞれ 13年・15年）。 
○ 訓練結果は協会独自のフォーマットに日報形式で記録し、訓練士間のみならず、必要に応

じて使用者が利用する訪問リハビリテーションの事業者の作業療法士・社会福祉士等とも

共有している。 
（認定試験） 

○ 介助犬認定試験は認定事業者により行われるが、同協会では使用希望者の居住地等に応じ

て認定事業者を選定している。これまでに最も多く利用した認定事業者は、兵庫県立リハ

ビリテーションセンター（以下、「兵庫リハ」と表記）である。 
（フォローアップ） 

○ 認定後１年目は少なくとも１～３ヶ月に１回以上、２年目以降は少なくとも１年に１回以

上、訓練士が使用者の自宅を訪問の上、使用者の障害やニーズの変化、介助犬の健康状態・

動作状況等について確認する。使用者の介助犬に対する接し方が合同訓練時とは異なり自

己流になるなどして介助犬が混乱している場合などは、必要に応じて合同訓練を再度行う

こともある。再訓練の場所は、使用者の自宅、同協会等、訓練内容によりケースバイケー

スである。なお、使用者側に問題があり再訓練を行う場合には、訓練士と使用者で共有す

るチェックリストを作成するなどし、正しい方法を記録に残すようにしている。 
○ このような定期的なフォローアップのほか、使用者から相談や要望が寄せられる場合もあ

る。たとえばこれまでに、介助犬のシャンプー、爪切り、耳掃除等を依頼され、訓練士が

使用者の自宅を定期的に訪問するケースがあった。 
 

＜その他＞ 

○ 合同訓練の実施に当たっては、同協会が独自に作成した「介助犬貸与に関する基本規約」で定め

た「合同訓練に関する覚書」にて同協会と使用者間での契約を締結 する。規約の内容は主に合

同訓練から認定試験までの使用希望者の費用負担等に関するものであり、「使用希望者自宅の最

初の訪問」の段階で訓練士が初めて使用希望者の自宅へ訪問した際に、「介助犬貸与に関する基

本規約」を用いて口頭で説明して文書を渡している。 
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○ 基礎訓練および介助動作訓練の結果は必要に応じて、合同訓練の結果は常に記録しているが、前

者２つについてはフォーマットがなく、後者にはフォーマットがある主な理由として、合同訓練

は訓練士の他にも関わる者が多い点、訓練犬によっては介助動作訓練時の資料がほぼない場合

がある点、訓練士が限られており業務負担の軽減を図る必要がある（基礎訓練結果として毎日細

かい記録を残すことは実質的に難しい）点等が挙げられる。 

 

 

３．訓練の質を担保するための取組 

＜訓練士以外との連携＞ 

○ 「２．訓練の具体的な流れ・内容＜訓練の流れ・内容＞」でみたように、基礎訓練では同協会の

作業療法士が、介助動作訓練では同協会の作業療法士、同協会が提携している訪問リハビリテー

ションの事業所の作業療法士、使用者が日頃関わる医師・リハビリテーション専門職・ケアマネ

ジャー、社会福祉士等が、マッチングでは同協会の作業療法士が、合同訓練では同協会の作業療

法士や使用者が利用する訪問リハビリテーションの事業所の作業療法士・社会福祉士等と連携し

ながら訓練等を進めている。 
 

＜記録の作成・保管＞ 

○ 「２．訓練の具体的な流れ・内容＜訓練の流れ・内容＞」でみたように、パピーウォーカーへの

引渡し期間中の候補犬の様子、適性評価の結果、基礎訓練の結果、介助動作訓練の結果、使用希

望者とのマッチング時の確認内容、合同訓練の結果、フォローアップ時のチェックリストなど、

各段階において記録を作成（状況に応じて動画でも記録）し、保管している。 
○ 加えて、介助犬認定後も介助犬の健康状態に変化があった場合（血尿、嘔吐、誤飲、手術等）は、

使用者に同協会へ連絡するよう依頼しており、すべて記録に残している。 
 

＜他の事業者との連携＞ 

○ 他の事業者との定期的な会合等の機会は設けていないが、近隣に所在する訓練事業者等と情報交

換を行ったり、NPO 法人日本補助犬情報センターからアドバイスをもらったりしながら、同協会

の取組改善を図ることもある。 
○ 今後は訓練事業者同士の横のつながりを強化し、お互いが抱えている課題を共有するとともに

それを解決できる方法を探れればよいと考えている。 

 

＜人材育成＞ 

○ 訓練士育成のための特別な研修等は行っていない。むしろ訓練士の育成プログラムはない方が

よいのではないか。その理由は、育成プログラムは効率的に同質の多くの訓練士を育てられるメ

リットはあるものの、訓練士には多様性が必要だと考えるためである。 
○ 同協会には３名の訓練士がいるが、それぞれ訓練士になるまでの経歴が異なる。そのため同じ１

つのことに対しても捉え方が様々であり、相互から学ぶこともある。各自の経験を活かした柔軟

に対応できる組織の方が、よりよい訓練事業者になれるだろう。 
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４．継続的な訓練や指導、使用者からの相談対応等 

○ 別紙参照（略）。 
 

５．課題や今後の展望 

～行政の補助犬育成事業に係る仕組みについて～ 

○ 使用者によって、訓練に要する費用は異なる。たとえば、ある使用者が２頭目・３頭目の補助犬

の利用を希望する場合には、使用者側にも介助犬に対するノウハウが蓄積されているため１頭

目よりも短い訓練期間で利用に至ることができるだろう。また、使用者の障害の種類や程度によ

って介助犬に求められる介助動作の量や質は異なる。しかしながらそのような事情は一切考慮

されず、現在、都道府県の補助犬育成事業給付金は介助犬・盲導犬・聴導犬を問わず「１頭につ

き 150 万円等」と決まっており、その根拠も明示されていない。「１頭につきいくら」と給付金

額が決定されていることは、訓練事業者が行っている福祉サービスが適正に評価されていない

ことの裏返しなのではないかと懸念している。実際のところ、同協会における介助犬１頭の育成

費用は、フォローアップや介助犬引退後のケア、訓練士の人件費、事業所の家賃・光熱費等も含

めればおおよそ 800 万円程度に上る。 
○ また、ほとんどの自治体では予算執行スケジュールの関係上、補助犬使用希望者の募集を４月～

５月に、使用希望者と行政担当者との面談を６月～７月に、使用希望者の決定を８月に、訓練事

業者への訓練委託をその後に行い、年度内に補助犬認定まで終えなければならない。そのため、

４～５月の募集タイミングを逃してしまうと、使用希望者は翌年度の募集まで補助犬希望の申

請を待つ必要がある。 
○ すなわち、仮に同協会で６月の段階にすぐに合同訓練に移行できるだけの候補犬を育成してお

り、かつ、使用希望者が可能な限り早い時期の介助犬利用を希望していたとしても、補助犬育成

事業給付金を利用することはできないのである。したがって、同協会ではタイミングが合わない

限りは同給付金を利用せず、全額を自費で賄っているのが実態である。 
○ 併せて、予算額の関係上、給付金対象となる補助犬数が制限されていることも、使用希望者・訓

練事業者の双方にデメリットと言えるだろう。これら仕組みの早急な改善が望まれる。 
○ なお、本年より国立リハビリテーションセンターの身体障害者補助犬訓練者等研修会に行政担

当者も参加できるようになっている点は、実態を知ってもらうための非常によい取組だと考え

ている。 
 

～認定事業者および認定基準について～ 

○ 認定事業者ごとに「色」があると感じる。同協会の考え方の基盤である「使用者主体で考えた介

助犬のあり方」、および「候補犬をどのように評価するか」について、認定事業者と方向性が合

うかどうかを「色」とするならば、同協会が最もよく利用する認定事業者である兵庫リハは「色」

が似ている。兵庫リハを利用する度に意見を伝えていることで、それをもとに改善されている点

も多い。 
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○ 以前、兵庫リハでは介助犬の適性の見極めやユーザーの対処能力を判定するため犬に対して突

発的なハプニングを与える際に、犬の訓練に携わったことがない職種の者がそのタスクを与え

る役割を担っていたため、以前は動物虐待と捉えられかねない状況が度々見られた。また、厚生

労働省が定めた認定手順に沿って一つひとつの項目をチェックするのみの審査であったが、そ

のチェック項目は訓練事業者からみれば「普段、犬に携わっていない者が犬を評価するためのチ

ェック項目」であった。訓練事業者は使用者と介助犬が日々の生活を送るなかで起こりうる事態

を想定し、それを解決するための訓練を行っていることから、兵庫リハにこれらの改善を求めた

ところ、現在は動物虐待と捉えられかねない状況は見られなくなった。 
○ 一方で、「使用者主体で考えた介助犬のあり方」の考えをもとに同協会が改善を求めたとしても、

改善がなされていない認定事業者もあるのが実態である。国が認定事業者を設けているのは「第

三者の目を通す」ことだと理解しているが、育成事業者職員、認定事業者相談員、認定事業者医

師の３つの立場を同一の人物が担うことがまかり通っている現状では、公平公正な認定審査が

なされている状況とは言えず、本来的な意味での第三者になりえていない認定事業者の存在は

問題である。 
 

～「身体障害者補助犬育成促進」について～ 

○ 平成 29 年９月に厚生労働省社会・援護局から自治体宛てに「地域生活支援事業等の実施につい

て」の通達が発出された。ここには身体障害者育成事業の一つとして「身体障害者補助犬育成促

進」が掲げられ、「他県との連携体制の構築（育成計画の作成に当たり、実態把握を活用し、貸

与希望者、育成状況をマッチングするための隣接県等との連携協議会（育成事業者も参画）の設

置等）」が挙がっているが、各都道府県の担当者に同通達はあまり知られていない。たとえば、

補助犬育成事業給付金について東京都では年に２回の募集を行っている。このような取組を行

う自治体があることが連携により認知され、取組が拡がるとよいと考える。 
以上 
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訓練事業者・ヒアリング記録（障害福祉サービス事業所 びわこみみの里） 

 
１．事業者概要 

○ 1995 年に認可された社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会により、聴覚障害者の福祉的就労

の場として 1996 年 10 月に前身である無認可作業所「33 企画（みみきかく）」が発足。6 年間の

施設づくり運動を経て 2007 年 4 月に認可多機能型通所施設「びわこみみの里」として下記の事

業を開始。聴導犬の訓練事業所としては現在までに 1 頭の認定を受けている。 
【障害福祉サービス事業】 
 ・自立（生活）訓練事業 
 ・就労移行支援事業 
 ・就労継続支援事業Ｂ型 
【工賃収入確保事業】 
 ・喫茶店（ドッグカフェ） 
 ・焼菓子製造 
 ・ドッグサロン（犬の美容） 
 ・縫製、IT、施設外就労 
 ・農作業、下請作業、施設外就労 

○ 職員体制としては、法人全体として管理者 5 名（うち聴覚障害者 2 名）、訓練士 2 名（訓練期間

10 年が 1 名、訓練期間 2 年が 1 名）、事務職員 3 名、その他 30 名（うち聴覚障害者 6 名）。 
 

２．課題や今後の展望 

○ まず「人」の支援が第一であり、その人のサポート機能として「犬」を考える。「犬」のことを一

義的に考える訓練事業者が多すぎるのではないか。訓練事業者が、聴覚障害者団体のイベントで

聴導犬のデモンストレーションに行ったときにはじめて聴覚障害者に会ったという話を聞いた。 
○ 訓練を通じて犬と共に人（使用希望者）も成長する。先天的な障害を有する場合、何でも周囲が

やってあげるという環境で育ってきる場合が多くみられ、犬と訓練を共にすることで、犬に対す

る責任感が芽生え、周囲に気を配れるようになると考える。 
○ 現行制度では、使用者に求める要件が厳しすぎる。経済的自立が必要であったり、精神・知的障

害がある場合は認められないようでは「何でも自分でできる障害者」しか認定を受けられないの

ではないか。補助犬が普及しない理由のひとつとも考えられる。 
○ 当団体では、使用者の資格要件を満たさない場合であっても、前述のような「人」への利点を考

慮して、犬との訓練を実施している。 
○ 訓練方法をとっても、訓練事業者間で統一されておらず、情報共有すらない。これでは各地域で

認定を受ける補助犬の質にバラつきが出るのは当然であるため、厚生労働省の仕切りで統一する

必要がある。 
○ 聴覚障害者の場合、聾唖者であることが多いため、音声による指示出しや調節が出来ない点が盲

導犬や介助犬と異なる特性である。そのため、使用希望者と候補犬との信頼関係の醸成がより必

要であり、法定よりも長い期間の合同訓練が必要になる。 
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○ 当団体のような、当事者団体でもある社会福祉法人が一元的な相談窓口となって、適切な訓練を

行っている訓練事業者に対して事案と必要経費を配分するという仕組みを全国的に構築する必要

があるのではないか。各訓練事業者の経営判断に任せて訓練計画を立てさせていては、真に必要

な頭数の補助犬の育成が阻害されるのではないか。各訓練事業者の経営・運営状況に対して、福

祉職・医療職による定期的な監査が必要であると考える。 
○ 現在、一頭も補助犬を育てていない訓練事業者については認定取り消しの措置を講ずる必要があ

るのではないか。このような事業者でも寄付金を募っているのが現状である。 
○ 聴導犬に関する周知が進んでおらず、当事者に情報が届いていない（一般の愛犬家の方が、聴導

犬の存在を知っているくらいである）。そのため、広報活動を訓練事業者の義務として規定しては

どうか。 
 

以上 
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訓練事業者・ヒアリング記録（一般社団法人 ドッグフォーライフジャパン） 

 
１．事業者概要 

＜基本情報＞ 

○ 介助犬、聴導犬の訓練事業者であり、一般社団法人としては 2017 年から活動している。 
○ 訓練士は代表理事 1 名の体制であり、事業所の業務はほぼ一人で担っている状況である。 
○ アメリカの補助犬訓練士の特徴として様々なドッグトレーニングの分野から優秀な訓練士を積

極的に採用しており、それによって育成協会の訓練技術向上・補助犬への成功率向上に繋げてい

る。日本では最初から補助犬訓練士として学ぶことが多いのと、外部から別分野の訓練士を雇用

することは少なく技術や知識が非常に狭い状態に陥っていると感じる。 
○ 近年は聴導犬の認定を毎年 1 頭程度出している状況が続いている。 
○ 現在、訓練中の犬は、介助犬、聴導犬が各 1 頭であり、そのほか PR 犬が 1 頭いる。 
○ ボランティアとしては 9 名程度おり、飼育ボランティア以外では、イベントの手伝いやグッズの

製作等になる。 
 

＜相談ルート＞ 

○ 相談を受けたが訓練まで至らなかった事例として、介助犬については、障害で精神的に不安定な

方や、独り暮らしで犬の世話はヘルパーが実施することを想定している方、試験が遠方になるの

で困難となる方（遠方まで車で移動した経験がないようなケース）、複数の疾患を持っている方、

介助犬と暮らすことのできる家を見つけられなかった方等が該当する。複数の疾患が問題とな

ったケースでは、リハビリテーションセンターの先生に相談しながら対応した。 
○ イベントは他団体主催のものに年間 15～20 回程度参加している。市町村の行政機関とは、地元

の市及び県の障害福祉課とのつながりはあるが、担当者と密なやりとりまではない状況である。

先方から補助犬に関する問合せが回ってくることはある。 
○ 問合せ内容としては、イベントへの参加依頼が多く、利用者からの相談の問合せはほとんどない

状況である。 
○ 相談から訓練に至る流れとしては、リハビリテーションセンターで面接を行って、訓練のファー

ストステップが始まってから給付の申請を進めるという順序が理想的と考えている。一方で、県

の考え方では、県として給付を決定したあとで事業所との話に入る流れを想定しており、考え方

の相違がある。事業者としては、成功報酬制であるので、ある程度は調整を進めた状態で給付申

請を行う流れであることが望ましい。 
 

＜身体障害者補助犬の取り扱い＞ 

○ 候補犬の入手に関して、介助犬については盲導犬からのキャリアチェンジが確実性の高い方法

となっている。一方で、キャリアチェンジ犬として購入する際は、訓練を行って半年以内にその

後の方向性について結論を出すことを求める団体があり（パピーウォーカーへの配慮の観点か

ら）、判断が難しい面がある。聴導犬については、主として地元のブリーダーから入手となって

いる。動物愛護センターからの保護犬に関しては、適性面で適合しないリスクが高いことから、

利用していない。 
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○ 引退年齢に関しては、介助犬、聴導犬とも、体力面で大きく衰える時期として、10 才～11 才に

設定している。 
○ パピーウォーカーに関しては、アメリカで学んだやり方を導入しており、生後 8 ヶ月程度から 4

ヶ月前後預かってもらうやり方や、週末だけ近所に預けるやり方等を行っている。違う環境でト

レーナー以外の人と暮らすことを経験することが目的の一つである。 
 

＜費用関係＞ 

○ 使用者との間では契約書を交わしている。その中では、利用者が守るべき義務を規定するととも

に、育成協会側の負担としては、再訓練が必要な際や、使用者が入院した際の預かり等について

規定している。また、引退後の犬の所有権については、犬を健康に飼育して可愛がっているかと

いう観点から、譲渡可否の判断を行うこととしている。 
○ マイクロチップについては、従来は海外渡航がない場合には必要がないという考え方をとって

いたが、今後は災害時の必要性などの観点から、入れる方向としている。 
 

 

２．訓練の具体的な流れ・内容 

＜訓練の流れ・内容＞ 

○ 面接時に利用者の適性評価を実施する。身なりがきちんとしているか、家が片付いているかとい

った観点は重視しており、必ず訪問をするようにしている。コミュニケーションの面では、精神

疾患を有する場合には難しいケースも多く、迷う際はリハビリテーションセンターと連携をと

って対応する。介助犬について、身体機能という観点から利用対象を制限する考え方はとってお

らず、基本的には安全に管理ができ、体を使いたいという意欲があるのであれば、利用対象とな

り得る。 
○ 社会参加という観点から、少なくとも 5 年以上は使用者として社会で活動してほしいと考えて

おり、高齢者は対象から外している。元気な 65 歳くらいまでが限度と考えている。 
○ 介助動作訓練については、アメリカのやり方に倣い、一通りの動作をまずは教えておき、その後、

利用者のニーズに沿って不要なものは削っていくというやり方をとっている。 
 

＜その他＞ 

○ 室外の訓練においては事前調整や許可の取得が義務化されていない機関に関しては取得せず、

そのまま利用する方法をとっている。合同訓練初期は訓練に協力してくれている店舗を利用す

るが、その後は未調整の店舗等も利用してもらい、同伴拒否の場合の練習も含めて行う形をとっ

ている（初回は訓練士が対応し、2 回目以降はユーザー自身が説明を実施）。これまで、そうし

た方法によるトラブルは発生していない。 
 

３．訓練の質を担保するための取組 

＜記録の作成・保管＞ 

○ 基礎訓練、介助動作訓練、聴導動作訓練、合同訓練のいずれについても、現状は訓練記録の作成･

保管は行っていない。訓練士が自身一人であり、情報共有の必要がない点が大きな理由である。 
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＜人材育成＞ 

○ 将来的には後継者の訓練士を育成したいと考えているが、志を持った人が現状はいないことと、

雇用する上での資金面の問題もあり、現状は育成は行っていない。 
 

４．継続的な訓練や指導、使用者からの相談対応等 

○ フォローアップに関しては、1 年目の 4 ヶ月目、8 ヶ月目、1 年目の実施時は、交通費を協会で

負担している。実施方法としては、協会から出向く用事の際にフォローアップを行う形が多く、

近隣の使用者であればイベントに来てもらって様子を見る方法もとっている。 
 

５．課題や今後の展望  

○ 給付の水準が低い点については、改善を希望する。180 万円という基準は、自分のところで認定

までを行うことができる盲導犬が基準になっているのではないか。実際には 300 万～360 万程度

は掛かっている見積りであり、大部分を占める訓練士の技術料が安く見積もられている。また、

移動等を含めて 4 分の 1 程度は認定に要する費用となっている。リハビリテーションセンター

での合同訓練でも、認定とは別に 20 万円程度要する。 
○ 届出をしているが活動していない事業者については、届出を削除していただきたい。利用を希望

する障害者の方が、そうした事業者に無駄な問合せをすることになると、それにより利用を諦め

てしまうことにもなりかねず、潜在ユーザーが消えてしまうこととなる。 
○ 介助犬のユーザーとして、障害が重度の方をターゲットとすることは難しい面がある。自身のこ

とで手一杯になってしまい、犬の世話をすることまで自信が持てないというケースが多い。一方、

車椅子アスリートの方や、障害が軽めの方、脳梗塞の方、パーキンソン病の方等は、比較的向く

のではないかと考える。 
以上 
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